
            

               

        

           

                     

      

           

〒530-0046 大阪市北区菅原町8番14号
■濃度に係る計量証明事業

■建築物飲料水水質検査業
■建築物空気環境測定業

■登録水質検査機関（水道法第20条）
■作業環境測定機関

悪臭防止法は、悪臭防止対策を推進し住民の生活環境を保全を目的に制定（昭和46年）

事業活動に伴って悪臭を発生している工場や事業塲に対し、必要な規制を行います。

１）１号と２号基準は、地域で規制方法がどちらか一方で定められる為管轄の環境管理課で確認が必要です。

①特定悪臭物質は、塗装工場や畜産事業場などから排出される臭いの主成分が指定されています。

②臭気指数は、人の嗅覚で臭いの強さを総合的に測定する方法です。

２）３号基準

排水中のメチルメルカプタン・硫化水素・硫化メチル・二硫化メチルの４成分が規制されています。

・規制対象
規制地域内の全ての工場・事業場・農場・飲食店・事務所等

※規制地域は都道府県知事及び市長が指定

・規制基準
①１号基準（敷地境界で規制）

②２号基準（煙突や排気口から出る排気が規制）

③３号基準（工場から排出される排水の水質基準が規制）
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公害対策基本法 7公害の一つ

            

               

        

           

                     

      

           



「水」や「空気」に関するお困りごとは、ぜひお気軽にご相談ください。

拠点： 大阪本社・京都・名古屋・神戸・姫路

■内容 新しくできた食品工場からの臭いが

近隣に対してどのように影響するのか知りたい。

■測定箇所 新設工場の前面は道路で、前面を除く３面の敷地境界で測定。

■測定方法 この地域は臭気指数で規制されており、１号基準で測定。

■結果 基準値以内の為、問題なし。

脱臭装置の効果がでているものと思われます。

■内容 フィルターの臭いが気になるが、 臭いの強さを数字化などで表現できないか？

■提案 におい成分の数は非常に多く特定や分析が難しい為、参考値にはなりますが

現状のフィルターと新品フィルターとの臭気指数による比較を提案。

■測定 それぞれのフィルターを無臭袋に入れ１日静置し、臭気指数測定を実施。

■結果 現状のフィルターの方が臭気測定値が高くなりました。

調査結果がフィルター交換の理由の一つとなりました。

■内容 川の水位を下げた時に、川底の土や蓄積した汚物の臭いが
近隣へどのように影響するのか調査したい。

■測定 地域的には特定悪臭物質で規制されていますが、悪臭物質だけでは
判断が難しく、臭気指数と併用して測定する事となりました。
水位を下げる前から工事が完了するまで毎月測定となりました。

■結果 川の水位を下げる前と後では、測定結果に大きな差異が無かった事から、
悪臭の影響は少ないとの結果となりました。

新設工場から出る臭いが気になる

空調機フィルターの臭いが気になるので、フィルターの臭気測定したい

川の水位を下げた時の、悪臭の影響を調査したい

様々な測定方法を用いて、においの発生源の調査を行います。

※現場状況により特定が難しい場合があります。

隙間からの臭気測定

脱臭作業も対応可能です。臭いの種類によって機材を

使い分け、臭い軽減にご協力致します。
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